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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別紙「こども・ひ

とり親家庭等医療費助成事業・母子保健事業償還処理等業務委託 仕様書」(以下「仕様書」と

いう。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を

履行しなければならない。 

２ この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。 

３ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

４ この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがあ

る場合を除き、計量法(平成４年法律第５１号)に定めるものとする。 

５ この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治２９年法律第８９号)及び

商法(明治３２年法律第４８号)の定めるところによるものとする。 

６ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

７ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、専属管轄を除くほか、発注者の所

在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

 

（契約の保証） 

第２条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ

ならない。ただし、相模原市契約規則第３４条各号のいずれかに該当する場合はこの限りでは

ない。 

 （１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結及

び、直ちにその保険証券を発注者へ寄託 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、契約金額の１００分の１０以上としなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保

証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第３号に掲げる保証を付したときは、

契約保証金の納付を免除する。 

４ 契約保証金から生ずる利子は、発注者に帰属するものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな

らない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第４条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、

その内容を明確にした書面を発注者に届出し、承認を受けるとともに、当該第三者の行為のす
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べてについて責任を負うものとする。 

（統括業務責任者） 

第５条 受注者は、この契約締結後、速やかに委託業務の実施について統括業務責任者を選定し、

委託業務に従事する者の指揮監督その他委託業務の遂行に必要な事務に当たらせるものとする。 

２ 受注者は、委託業務のこの契約期間中は統括業務責任者を交替させてはならない。ただし、

やむを得ない理由により交替が必要になる場合は、この限りではない。 

３ 発注者は、統括業務責任者がその職務について著しく不適当と認められるときは、受注者に

対して当該統括業務責任者の交替を求めることができる。 

 

（守秘義務） 

第６条 受注者は、委託業務の履行により知り得た一切の情報を第三者に提供し、若しくは漏ら

し、又は委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。契約期間満了後又は契約解除後に

おいても同様とする。 

２ 受注者は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別紙２「個人情

報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（業務の報告及び検査・検収） 

第７条 受注者は、委託業務契約期間中における業務内容について、日報（業務履行日報）によ

り発注者に報告し、当該月の累計は翌月の５日までに月報（業務完了報告書）（以下「報告書」

という。）にて発注者に報告するものとする。 

２ 発注者は、前項の報告書を受理したときは、速やかに検査・検収を行うものとする。 

３ 業務の完了は、前項の検査に合格したときに行われたものとする。 

４ 受注者は、検査の結果、契約内容と適合しない部分について発注者から改善指示が命じられ

たときは、直ちに当該部分の改善を行い、再検査を受けなければならない。 

 

（契約代金の支払い） 

第８条 受注者は発注者に、前条に規定する検査合格後において、委託料を請求できるものとす

る。 

２ 発注者は、受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から３０日以内に相模原市指

定金融機関において契約代金を支払うものとする。 

 

（事故等の報告） 

第９条 受注者は、委託業務の履行に支障を生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったと

きは、必要な措置を講じるとともに、直ちにその旨を発注者に報告し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

２ 受注者は、前項の事故等が発生した場合には、詳細な経過及び今後の対処方針を遅滞なく発

注者に提出しなければならない。 
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（契約内容の変更） 

第１０条 発注者は、この契約締結後に必要がある場合には、受注者と協議の上、この契約内容

を変更することができる。 

２ 前項の場合において、この契約金額又はこの契約期間を変更するときは、書面によりこれを

定めるものとする。 

 

（損害賠償） 

第１１条 発注者又は受注者は、故意又は過失により相手方に損害を与えたときは、その損害を

賠償しなければならない。 

２ 受注者の責めに帰すべき事由により、受注者が第三者へ損害を与えた場合は、受注者がその

損害を賠償しなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第１２条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により委託業務が仕様書に適合していないと

認められるときは、受注者に対して相当の期間を定めて履行の追完を請求することができる。 

２ 前項の場合において、請求をすることができる期間は、検収後１年以内に限るものとし、履

行の追完にかかる費用は受注者が負担するものとする。ただし、受注者が引渡しの時にその不

適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

（履行遅延の場合における違約金等） 

第１３条 受注者は、契約期間内に委託業務を履行することができないとき又はそのおそれがあ

るときは、速やかにその旨を発注者に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告があった場合、発注者は、相当と認められる期間の延長をすることが

できる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由による場合には、発注者は、契約金額について、

遅延日数に応じ年２.５パーセントの割合で算定した額の違約金を受注者から徴収することが

できる。 

 

（発注者の催告による契約解除権） 

第１４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で

あるときは、この限りでない。 

（１）正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

（２）履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき又はこの契約の履行を怠ったと

き。 

（３）この契約に違反し、この契約の目的を達成することができないと認められるとき。 

（４）この契約の履行について、不正行為をしたとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の１００分の１
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０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、第２条の規定により契約保証金の

納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保

をもって前項の違約金に充当することができる。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第１４条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解

除することができる。 

（１）この契約を履行できないことが明らかであるとき。 

（２）受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することが

できないとき。 

（４）契約の業務内容の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し

なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその

時期を経過したとき。 

（５）前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をして

も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

（６）受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。 

（７）破産、民事再生、会社更生手続き開始の申立の時、又はそれらの申立を受けたとき。 

（８）第１５条及び第１５条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の１００分の１

０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、第２条の規定により契約保証金の

納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保

をもって前項の違約金に充当することができる。 

 

（談合その他不正行為による発注者の契約解除権） 

第１５条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約

を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者は

その損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（１）受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下

「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体

が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、

独占禁止法第７条の２第１項(独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。)の規定

に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したと

き(確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含

む。以下本条において同じ。)。 
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（２）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの

命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対し

て行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われ

ていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号

において同じ。)において、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。 

（３）前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８

条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった

取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金

の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が

行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。  

（４）受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の、刑法(明治４０年法

律第４５号)第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは

同法第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１００分の

１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。  

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、第２条の規定により契約保証金の

納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保

をもって違約金に充当することができる。 

 

（暴力団等排除に係る発注者の契約解除権） 

第１６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償

の責めを負わないものとする。 

（１）受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条

例第３１号。以下本条及び次条において、「条例」という。)第２条第４号に規定する暴力団

員等(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)

である場合には、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

（２）受注者が、神奈川県暴力団排除条例(平成２２年神奈川県条例第７５号。以下本条において、

「県条例」という。)第２３条第１項に違反したと認められるとき。 

（３）受注者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

（４）受注者が、条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又

は受注者の支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者が、暴

力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１００分の

１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、第２条の規定により契約保証金の
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納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって前項の違約金に充当すること

ができる。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第１７条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団(以下「暴力団」

という。)又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに所

轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発

注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ち

に発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

４ 受注者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者

と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

 

（受注者の催告による契約解除権） 

第１８条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、相当の期間を定めてその履行を催告し、その

期間に履行がなく委託業務を完了することができなくなったときは、この契約を解除すること

ができる。 

２ 前項の場合において、受注者に損害が生じたときは、受注者は、発注者に損害の賠償を請求

することができる。この場合の損害賠償額は、発注者と協議の上で決するものとする。 

 

（談合その他不正行為による賠償） 

第１９条 受注者は、第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除す

るか否かを問わず、賠償金として、契約金額の１００分の１０に相当する額を発注者の指定す

る期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場

合のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１）第１５条第１項第１号から第３号までの規定に該当する場合において、当該納付命令又は

排除措置命令の対象となった行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法(昭

和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号)第６項に規定する不当廉売に該当すると

き、その他発注者が特に認めるとき。 

（２）第１５条第１項第４号の規定に該当する場合において、受注者が刑法第１９８条の規定に

よる刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお

いては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（台帳） 
第２０条 受注者は、相模原市公契約条例（平成２３年相模原市条例第２９号。以下「公契約条

例」という。）第８条第１号に規定する台帳（以下「台帳」という。）を作成しなければならな
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い。  
２ 受注者は、台帳の写しを、発注者が指定する期日までに発注者に提出しなければならない。 
 
（対象労働者への周知） 
第２１条 受注者は、次に掲げる事項を、この契約に係る作業が行われる作業場の見やすい適切

な場所に掲示し、又は書面で交付することにより、公契約条例第６条に規定する対象労働者（以

下「対象労働者」という。）に周知しなければならない。 
（１）対象労働者の範囲 
（２）公契約条例第６条に規定する労働報酬下限額 
（３）公契約条例第９条の規定による申出をする場合の申出先 
（４）公契約条例第９条の規定による申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不

利益な取扱いをしてはならないこととされていること 
 
（対象労働者からの申出に対する対応） 
第２２条 受注者は、対象労働者から公契約条例第９条の規定による申出があった場合は、誠実

に対応するとともに、当該対象労働者が当該申出をしたことを理由に、当該対象労働者に対し

て解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 
 
（労働報酬の支払い） 
第２３条 受注者は、対象労働者に労働報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該

労働報酬が支払われていない場合にあっては公契約条例第８条第５号に規定する基準額（以下

「基準額」という。）を、支払われた当該労働報酬の額が基準額を下回る場合にあってはその差

額を、当該日から起算して１４日を経過する日までに、当該対象労働者が受け取ることができ

るようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額のうち当該対象労働者に支払

われないことに正当な理由があると認められる部分については、この限りでない。  
 
（労働者の継続雇用） 
第２４条 受注者は、当該契約の業務が継続性を有するものである場合においては、この契約の

締結前からこの契約に係る作業と同一の作業に従事していた労働者のうち希望する者を雇用す

るよう配慮すること。 
 
（立入調査等） 
第２５条 受注者は、公契約条例第１０条第１項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又

は立入調査に応じなければならない。 
 
（是正措置） 
第２６条 受注者は、公契約条例第１０条第１項又は第２項の規定による報告若しくは資料の提

出又は立入調査の結果、受注者が第２０条から第２３条までに定める事項に違反していると発
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注者が認め、当該違反を是正するための措置を講ずるよう求められた場合は、速やかに当該措

置を講ずるとともに、その内容を発注者が指定する期日までに発注者に報告しなければならな

い。 
 
（公表） 
第２７条 発注者は、第２０条から第２３条まで又は第２５条若しくは第２６条に規定する事項

に重大な違反が判明した場合は、公契約条例第８条第９号に定める事項を公表することができ

る。 
 

（発注者の契約解除権の特則） 
第２８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 
（１）受注者が、公契約条例第１０条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽

の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌

避した場合 
（２）受注者が、第２６条に規定する是正の措置を講じず、若しくは報告をせず、又は虚偽の報

告をした場合 
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１００分の

１０に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
３ 前項の場合において、第２条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が

行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当するこ

とができる。 
 

（環境配慮事項） 

第２９条 次の各号の環境配慮事項に留意して業務を行うこと。 

（１）別紙３「相模原市環境方針」の趣旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギー

に取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守すること。 

（２）市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。 

（３）業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他者に運搬

等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めること。 

（４）業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理にあ

たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、条例、相模原市一般廃棄物処理実施計画な

ど、関連法令等を遵守し、適正に処理すること。 

 

（疑義等の解決） 

第３０条 仕様書又はこの契約条項について、発注者と受注者の相互間に疑義が生じたとき又は

この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 
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別紙２ 

 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

(個人情報の保護に関する法律等の遵守) 

第１条 「こども・ひとり親家庭等医療費助成事業・母子保健事業償還処理等業務委託」(以下「本

委託業務」という。)について、受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５

７号。以下「法」という。)及び関係法令等に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以

下「本特記事項」という。)を遵守しなければならない。 

 

(責任体制の整備) 

第２条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を

維持しなければならない。 

 

(責任者等の報告) 

第３条 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を定め、業務の着手前に文書

(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)により発注者に報告しなければなら

ない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いに係る責任者及び業務従事者を変更する場合の手続を定めなけ

ればならない。 

３ 受注者は、責任者を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得なけ

ればならない。 

４ 受注者は、業務従事者を変更する場合は、事前に文書により発注者に報告しなければならな

い。 

 

(作業場所の特定) 

第４条 受注者は、発注者と協議し、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定

め、本委託業務の着手前に文書により発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に文書により発注者に申請し、その承認を得な

ければならない。 

３ 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、責任者及び業務従事者に対して、

受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。 

 

(監督、教育等の実施) 

第５条 受注者は、個人情報の取扱いに関する責任者及び業務従事者に対する適切な監督を行う

とともに、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、責任者及び業務従事者が
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遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を責任者及び業務従事者

全員に対して実施しなければならない。 

２ 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し

なければならない。 

 

(守秘義務) 

第６条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし

てはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２ 受注者は、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、退職した後も含め、第１項

の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用させないため必要かつ適切な監督

をしなければならない。また、本委託業務に関わる責任者及び業務従事者に対して、秘密保持

に関して誓約する旨を文書により提出させ、文書によりこのことを発注者に報告しなければな

らない。 

 

(再委託) 

第７条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。 

２ 受注者は、本委託業務の全部又は一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、業務の着

手前に次に定める項目を明確にした上で、文書により再委託する旨を発注者に申請し、その承

認を得なければならない。 

（１）再委託先の名称 

（２）再委託する理由 

（３）再委託して処理する内容 

（４）再委託先において取り扱う情報 

（５）再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督

の方法 

３ 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注

者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につ

いて具体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況の管理及び監督を

するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなけ

ればならない。 

６ 受注者は、次に定める事項を遵守するものとする。再委託先が委託された業務をさらに第三

者へ委託する場合のように委託が繰り返される場合においても同様とし、再委託の契約書等に

その趣旨を盛り込むものとする。(この場合においては、再委託など事業者のつながりを「委託

の系列」という。) 

（１）受注者は、受注者に関する特記事項に係る文書及び受注者が委託の系列を通じて取得した

特記事項に係る文書の写しを、発注者へ提出するものとする。 
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（２）前号の文書を用いる場合だけでなく、文書を用いない場合においても、個人情報の取扱い

に関する承認、指定等、意思決定に関わる事項は、事前に委託の系列を通じ発注者の承認、

指定等を得るものとする。 

（３）受注者が再委託する場合、第１号の「発注者」を「委託の系列を通じ相模原市」と、第    

１５条の「発注者」を「発注者及び相模原市」と、第１６条第３項の「発注者」を「相模原

市」とする。 

 

(派遣労働者等の利用時の措置) 

第８条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる

場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を

負うものとする。 

 

(個人情報の管理) 

第９条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定め

るところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 

（１）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管

すること。 

（２）発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこと。 

（３）個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の

保護措置を施すこと。 

（４）事前に発注者の承認を受けて、業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報の複

製又は複写をしないこと。 

（５）個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。 

（６）個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアッ

プの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 

（７）個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の事故」

という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。 

（８）作業場所に、私用パソコン、私用外部電磁的記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人

情報を扱う作業を行わせないこと。 

（９）個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業

務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

（１０）個人情報を電子メールで送信しないこと。ただし、発注者が承認したときはこの限りで

はない。 

 

(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止) 

第１０条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で

利用してはならない。また、発注者の承認なく第三者へ提供してはならない。 
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(受渡し) 

第１１条 受注者は、発注者との間の個人情報の受渡しに関しては、文書により発注者に対して

申請し、その承認を得なければならない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注

者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 

 

(個人情報の返還又は消去等) 

第１２条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、

発注者の指定した方法により、返還又は消去若しくは廃棄を実施しなければならない。 

２ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又

は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を文書によ

り発注者に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応

じなければならない。 

４ 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された

電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じ

なければならない。 

５ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者氏名及

び消去又は廃棄の内容を記録し、文書により発注者に対して報告しなければならない。 

 

(開示請求等) 

第１３条 個人情報に係る本人からの開示請求、訂正請求及び利用停止請求については、発注者

が法及び相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和４年相模原市条例第３２号)の規

定に基づき対応するものとする。 

 

(定期報告及び緊急時報告) 

第１４条 受注者は、個人情報の取扱いの状況について定期に又は発注者の求めに応じて文書に

より報告しなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければ

ならない。 

 

(監査及び実地検査) 

第１５条 発注者は、本契約及び本特記事項の遵守状況を確認するため、受注者に対して、監査

又は実地検査(以下「監査等」という。)を行うことができる。ただし、実地検査を行うことが

難しい場合であって、受注者が当該実地検査の項目について調査した結果を発注者に報告した

ときは、この限りでない。 

２ 受注者は、発注者が監査等を行う場合、当該監査等に協力しなければならない。 
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３ 発注者は、監査等を行うときは、受注者に対し、あらかじめ通知するものとする。 

４ 発注者は、監査等の結果、個人情報の取扱いについて改善が必要であると認めるときは、受

注者に対し、その改善を指示することができる。 

５ 受注者は、前項の規定による指示を受けたときは、その指示への対応について、発注者が指

定する期限までに報告しなければならない。 

 

(事故時の対応) 

第１６条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故

の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の

内容、件数、事故の発生場所、発生状況を文書により報告し、発注者の指示に従わなければな

らない。 

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連

絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊

急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当

該事故に関する情報を公表することができる。 

 

(契約解除) 

第１７条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本委託業務の全部

又は一部を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対し

て、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

(損害賠償) 

第１８条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったこ

とにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を

賠償しなければならない。 

２ 受注者は、第三者に本委託業務の実施に起因する損害を与えた場合は、その損害を自らの責

任において賠償するものとする。 
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相模原市環境方針 

 

本市は、「相模原市環境基本条例」の基本理念に則り、望ましい環境像「人と自然

が共生するまち～市民と築く、地域循環共生都市さがみはら～」を実現するため、

事務事業の実施に当たり、以下のとおり、取組目標を設定し、継続的改善を推進し

ます。 

 

１ 「相模原市環境基本計画」に基づき、環境関連施策を推進し、事務事業の実施

に伴う環境負荷の低減を図ります。 

 

２ 地球温暖化対策や循環型社会の形成などを推進するため、再生可能エネルギー

等利用設備の導入、省エネルギー機器の導入、公用車適正利用の推進、ごみの減

量化・資源化の推進、資源・エネルギーの有効活用に取り組みます。 

 

 

令和２年４月１日 

 

相模原市長 

 

 

 

 

 

【相模原市環境基本条例 基本理念】 
1 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ文化的な生活を営むことのできる自然と

調和の取れた豊かな環境を確保し、及び向上させ、並びに将来の世代へ継承していくこと

を目的として行うものとする。 
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源の有限性を認識するとともに、その適正な管理

及び利用を図り、もって環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を構築すること

を目的として行うものとする。 
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民相互の協力の下に行うものとする。 
4 地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活を

将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、積極的に推進するものとする。 

別紙３ 


